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長

大
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理

森

殿

衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
老
健
施
設
等
に
お
け
る
看
護
職
員
と
介
護
職
員
の
夜
勤
の
人
員
配
置
基
準
に
関
す
る
質
問
に

対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
中
根
康
浩
君
提
出
老
健
施
設
等
に
お
け
る
看
護
職
員
と
介
護
職
員
の
夜
勤
の
人
員
配
置
基
準
に
関
す
る
質

問
に
対
す
る
答
弁
書

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
夜
勤
を
行
う
職
員
の
勤
務
条
件
に
関
す
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
九
号
）
に
お

け
る
夜
勤
を
行
う
看
護
職
員
及
び
介
護
職
員
の
数
に
つ
い
て
は
、
介
護
保
険
施
設
等
に
入
所
又
は
入
院
し
て
い
る
利
用
者
が
夜

間
に
必
要
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
最
低
限
の
人
員
数
を
合
計
で
定
め
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
同
告
示
に
つ

い
て
、
御
指
摘
の
よ
う
に
「
「
看
護
職
員
は
何
人
」
「
介
護
職
員
は
何
人
」
」
と
改
め
る
必
要
は
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。


